
母屋 離れ

総
務
省
中
部
管
区
行
政
評
価
局

　
県
で
は
10
月
１
日
の
浄
化
槽
の
日
を
含
む
10

月
を
「
浄
化
槽
強
調
月
間
」
と
定
め
、
環
境
保

全
と
公
衆
衛
生
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
の
使
用
に
は
、
維
持
管
理
と
し
て
次

の
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
法
定
検
査

　
毎
年
一
回
、
法
定
検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
法
定
検
査
は
、
県
知
事
が
指
定
し
た

検
査
機
関
の
み
が
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
込
み
（
社
）
愛
知
県
浄
化
槽
協
会
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◆
保
守
点
検

　
定
期
的
に
保
守
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
浄
化
槽
の
機
能
を
確
認
し
、
必
要
に

応
じ
て
修
理
し
て
く
だ
さ
い
。
県
指
定
事
業
者

に
の
み
委
託
で
き
ま
す
。
県
指
定
業
者
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
清
掃

　
毎
年
一
回
以
上
の
清
掃
が
必
要
で
す
。

　
浄
化
槽
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
た
め

に
、
槽
内
の
汚
泥
な
ど
を
取
り
除
い
て
く
だ
さ

い
。
町
許
可
事
業
者
に
の
み
委
託
で
き
ま
す
。

▼
申
込
み
　
豊
衛
工
業
㈱
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▼
問
合
せ
　
住
民
課
環
境
保
全
係
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固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
状
況
に
基
づ
い
て
課
税
し
ま
す
。

　
土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た
場
合
や
家
屋

を
取
り
壊
し
た
場
合
、
翌
年
度
か
ら
税
額
が
変

更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
　

▼
住
宅
用
地
の
申
告
・
確
認

　
住
宅
の
敷
地
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
（
住
宅

用
地
）
に
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

特
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

町
で
は
、
住
宅
用
地
の
適
用
漏
れ
や
誤
り
が
な

い
よ
う
現
況
確
認
等
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
特

例
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
場
合

は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
事
務
所

や
倉
庫
を
住
宅
に
改
築
し
、
新
た
に
住
宅
用
地

と
な
っ
た
場
合
等
は
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
家
屋
の
取
壊
し

　
取
り
壊
し
た
年
の
内
に
法
務
局
へ
滅
失
登
記

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
町
へ
の
届
出
は
不

要
に
な
り
ま
す
。
登
記
手
続
き
が
年
を
越
し
て

し
ま
う
場
合
は
、
年
内
に
町
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　
未
登
記
の
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
町

へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更

　
速
や
か
に
町
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
添

付
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
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Info

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）の
申
告

Info

浄
化
槽
の
法
定
検
査
・

保
守
点
検
・
清
掃

小規模住宅用地
住宅 2 戸 ×200 ㎡＝400 ㎡

一般住宅用地
全体の地積 600 ㎡ - 小規模住宅用地400 ㎡

＝200 ㎡

土地の評価額が 1,800 万円のときの計算例（負担水準 1.0 の場合）

①小規模住宅用地の固定資産税課税標準額

　評価額 1,800 万円 ×400 ㎡ /600 ㎡ × 特例率 1/6＝200 万円

②一般住宅用地の固定資産税課税標準額

　評価額 1,800 万円 ×200 ㎡ /600 ㎡ × 特例率 1/3＝200 万円

③固定資産税額の計算

　①②の合計400万円 × 税率 1.4％＝56,000円

※本則課税標準額

600㎡の土地に住宅が２戸ある場合計算例

600 ㎡の宅地

200 ㎡ 200 ㎡

区　分
特例率

固定資産税※ 都市計画税※

価格の 3 分の 1

価格の 3 分の 2

価格の 6 分の 1

価格の 3 分の 1

小規模住宅用地 住宅 1 戸につき 200 ㎡まで

上記以外の住宅用地一般住宅用地

住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例
住宅用地は税負担軽減のため、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて税額を計算します。

特例による軽減率は下表のとおりです。

7
広報とよやま　令和2年10月号
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特

　集
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報
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ナ
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ま
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び
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と


